
に
算
定
さ
れ
、
被
保
険
者
全
員

が
等
し
く
負
担
す
る
「
被
保
険

者
均
等
割
額
（
以
下
「
均
等
割

額
」
）
」
と
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
「
所
得
割
額
」
に
区
分

さ
れ
ま
す
。

保
険
料
率
は
？

個
人
の
保
険
料
は
、
均
等
割

額
と
所
得
割
率
か
ら
な
る
「
保

険
料
率
」
で
計
算
さ
れ
ま
す

【
表
1
】
。

基
本
的
に
は
、
道
内
で
均
一

で
す
が
、
一
人
当
た
り
の
平
均

老
人
医
療
給
付
費
が
著
し
く
低

い
市
町
村
の
保
険
料
率
は
、
制

度
施
行
時
か
ら
6
年
間
、
暫
定

的
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

歳
以
上
の
方
を
対
象
に

７５「「「「「「「「「「「
後後後後後後後後後後
期期期期期期期期期期
高高高高高高高高高高
齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢
者者者者者者者者者者
医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療
制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」」」」」」」」」」」
が
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

4
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

　

平
成　

年
4
月
か
ら
、
現
行

20

の
老
人
保
健
制
度
に
か
わ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
被

保
険
者
は
、　

歳
以
上
の
方
で

75

す
（　

歳
以
上　

歳
未
満
で
一

65

75

定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
定
さ

れ
た
方
も
対
象
と
な
り
ま

す
。
）
。
制
度
の
運
営
は
北
海

道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
行
い
、
保
険
料
の
徴
収
や
各

種
申
請
、
届
出
な
ど
の
窓
口
業

務
は
各
市
町
村
が
行
い
ま
す
。

保
険
料
の
仕
組
み
は
？

医
療
給
付
等
に
必
要
な
財
源

は
、
患
者
が
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
一
部
負
担
金
を
除
く

と
、
被
保
険
者
の
保
険
料
（
1

割
）
と
国
や
道
、
市
町
村
か
ら

の
公
費
（
約
5
割
）
、
現
役
世

代
か
ら
の
支
援
金
（
約
4
割
）

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
、
被
保
険
者
ご
と

本
町
に
お
住
ま
い
の
方
の
保

険
料
率
は
、
平
成　

・　

年
度

20

21

に
お
い
て
、
年
間
、
均
等
割
額

が
4
万
3，
1
4
3
円
、
所
得

割
率
が
9
・
6
3
％
で
す
。

こ
れ
は
、
平
成　

年　

月　

19

11

22

日
開
会
の
広
域
連
合
議
会
で
制

定
さ
れ
た
保
険
料
条
例
で
決

ま
っ
た
も
の
で
す
。

保
険
料
の
軽
減
と
免
除
は
？

所
得
が
低
い
世
帯
の
被
保
険

者
は
、
世
帯
全
体
の
総
所
得
金

額
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
均
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
【
表

2
】
。

ま
た
、
加
入
す
る
前
日
ま
で
、

被
用
者
保
険
の
加
入
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
た
方
は
、
こ
れ
ま
で

保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
激
変
緩
和
の
た
め
、

2
年
間
、
所
得
割
が
か
か
ら
ず
、

均
等
割
額
が
5
割
軽
減
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
方
は
、

平
成　

年
度
は
特
例
と
し
て
保

20

険
料
を
9
月
ま
で
徴
収
せ
ず
、

そ
の
後
の
半
年
は
均
等
割
額
の

【表２】均等割額の軽減
均等割額軽減割合 （軽減額）総所得金額等が下記の金額以下の世帯

12，942円（30，201円）７割軽減33万円

21，571円（21，572円）５割軽減33万円＋（24万5，000円×世帯に属する被保険者数）

34，514円（28，629円）２割軽減33万円＋（35万円×世帯に属する被保険者数）

※5割軽減に係る「世帯に属する被保険者数」の判定は、被保険者である世帯主は除きます。
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得の金額から特別控除として15万円
　を差し引いた額を総所得金額等として判断します。
※世帯主が被保険者ではない場合でも、その世帯主の所得は、軽減の判定の際の対象となります。

【表１】保険料額の求め方

※保険料額に100円未満の端数が出た場合、その端数は切り捨てます。
※年間の所得が5，074，102円以上の方の保険料は、50万円です。

＋
均等割額 43，143円

所得割額
（総所得金額等－基礎控除額33万円）×所得割率9．63％

医療を給付するために必要な財源

国・道・市町村

からの公費　

約５割

現役世代か

らの支援金

約４割

保
険
料　
１
割

広報みなみふらの 2008.1 1100

1
割
、
2，
1
0
0
円
の
負
担

と
な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
災
害
な
ど
で
重

大
な
損
害
を
受
け
た
と
き
や
特

別
な
事
情
で
生
活
が
著
し
く
困

窮
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
は
、
広
域
連
合
に

申
請
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
が

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
方
法
は
？

保
険
料
は
、
原
則
、
介
護
保

険
料
と
同
様
に
、
年
金
か
ら
自

動
的
に
納
付
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
受
給
額
が
年

額　

万
円
未
満
の
方
や
、
後
期

18
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保

険
料
の
合
計
額
が
年
金
受
給
額

の
2
分
の
1
を
超
え
る
方
は
、

各
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
納

期
ご
と
に
、
納
付
書
な
ど
の
方

法
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

年
間
の
保
険
料
額
は
？

本
町
に
お
住
ま
い
の
被
保
険

者
が
1
年
間
に
支
払
う
保
険
料

額
は
、
【
表
3
】
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
の
年
間
の
限

度
額
は
、　

万
円
と
な
っ
て
い

50

ま
す
。

受
け
ら
れ
る
給
付
で
申
請
が
必

要
な
も
の
は
？

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

病
気
や
け
が
、
死
亡
に
関
し
て

給
付
を
行
い
ま
す
が
、
申
請
が

必
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

病
気
や
け
が
で
か
か
っ
た
医

療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分

が
給
付
さ
れ
る
高
額
療
養
費
や

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に

給
付
さ
れ
る
葬
祭
費
な
ど
で
、

現
行
の
国
保
や
老
人
保
健
制
度

と
基
本
的
に
は
同
じ
で
す
。

ま
た
、
新
た
に
「
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度
」
と
い
う
仕

組
み
が
設
け
ら
れ
、
医
療
で
か

か
っ
た
自
己
負
担
と
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
の
合

計
額
が
著
し
く
高
額
に
な
る
場

合
に
、
そ
の
世
帯
の
負
担
を
軽

減
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
る
に

は
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度
と

同
じ
く
、
役
場
保
健
福
祉
課
介

護
医
療
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
広
域
連
合
で
は
、

後
期
高
齢
者
に
対
す
る
健
康
診

査
を
実
施
し
ま
す
。
詳
細
は
、

別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
保
健
福
祉
課
介
護
医
療
係

�
　

‐
2
2
1
1
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北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�
0
1
1
‐
2
9
0
‐
5
6
0
1

後 期 高 齢 者
医 療 制 度 の
主なポイント

�
被保険者一人ひとり
が、負担能力に応じ
て公平に保険料を支
払うことになります。

�
被保険者証が一人に
一枚ずつ交付され医
療機関で診療を受け
るときは、この被保
険者証のみを提示す
ることになります。

�
医療機関の窓口での
自己負担割合は、現
行の老人保健医療制
度と同じく１割（現
役並み所得者は３
割）です。

�
医療保険と介護保険
のサービスを両方利
用して自己負担が著
しく重くなる方々の
負担を軽減します。

【表３】平成20・21年度における個人の
　　　  後期高齢者医療保険料額の試算（年額）

この表は、年間の保険料額がどの程度になるかを試算したものです。被保
険者それぞれの保険料は、平成20年4月以降に送付する保険料決定通知書で
お知らせします。

例１）1人世帯の場合

400万円350万円300万円250万円200万円150万円年金収入金額

264，100円228，000円184，700円136，500円79，700円12，900円保 険 料 額

※夫婦2人世帯の場合、
夫の年金収入の額で判
定すると、収入が168
万円以下は7割軽減、
192万5千円以下は5割
軽減、238万円以下は
2割軽減です。

例２）夫婦2人世帯の場合（2人とも75歳以上）

250万円200万円150万円夫年金収入

金　　額 50万円50万円50万円妻

136，500円79，700円12，900円夫
保険料額

43，100円34，500円12，900円妻
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